
- 1 -

県出資法人に関する情報提供推進実施要領

平成１１年３月１９日

総 務 部 長 通 知

（目的）

第１ この要領は、秋田県情報公開条例（昭和６２年秋田県条例第３号）第２８条第２項に基づ

く県出資法人に関する情報の提供について必要な事項を定めることを目的とする。

（対象法人）

第２ この要領の対象となる県出資法人は、秋田県情報公開条例第４章に規定する法人の範囲を

定める規則（平成１３年秋田県規則第８５号）に定める法人（以下「対象法人」という。）と

する。

（経営状況を説明する書類等）

第３ 秋田県情報公開条例第２８条第２項で定める法人の経営状況を説明する書類等は次のとお

りとする。

(1) 経営概要書

(2) 経営評価表

(3) 計算書類等

ア 株式会社

ａ 定款

ｂ 株主名簿

ｃ 役員名簿

ｄ 事業計画書

ｅ 収支予算書

ｆ 事業（営業）報告書

ｇ 貸借対照表

ｈ 損益計算書

ｉ 利益の処分または損失の処理に関する議案

イ 公益法人等

ａ 定款または寄付行為

ｂ 出資・出捐者名簿

ｃ 役員名簿

ｄ 社員名簿（社団法人に限る。）

ｅ 財産目録

ｆ 事業計画書

ｇ 収支予算書

ｈ 事業報告書
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ｉ 貸借対照表

ｊ 収支計算書

ｋ 正味財産増減計算書または損益計算書

（書類等の提出）

第４ 対象法人は当該事業年度終了後、理事会・株主総会にて決算報告及び予算等を承認したと

きはすみやかに、第３の書類等を当該法人の県の所管課に提出するものとする。

２ 県の所管課は、(1)により提出のあった書類等について総務部総務課へ提出するものとする。

（情報提供の方法）

第５ 総務部総務課は、対象法人の書類等を取りまとめ、秋田県第三セクターのあり方に関する

検討委員会の検討を経たうえで、県政情報資料室に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。

２ 書類等の県政情報資料室への備付期間は３年とする。

附 則

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１７年５月２４日から施行する。

附 則

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。


